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国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金

額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
、
保
険
税
の
算
出
は
、

原
則
と
し
て
市
・
県
民
税
の
申
告
を

基
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

含
む
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世

帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、
一

定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等
割

額
（
一
人
ひ
と
り
に
か
か
る
額
）
と

平
等
割
額（
世
帯
ご
と
に
か
か
る
額
）

が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度

額
も
申
告
後
の
所
得
区
分
に
よ
り
算

定
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
方

は
必
ず
市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

国
保
で
の
申
告
が
必
要
な
方

①
平
成
20
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た

方
（
20
年
中
の
収
入
が
雇
用
保
険

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
も

含
み
ま
す
）

②
平
成
20
年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金

を
受
給
し
て
い
た
方
（
た
だ
し
、

ほ
か
の
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な

ど
を
受
給
し
て
い
る
方
は
申
告
不

要
で
す
）

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ

市
・
県
民
税
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

③
平
成
20
年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い

た
方
な
ど

※
3
月
16
日
㈪
ま
で
は
市
内
申
告
会

場
、
そ
れ
以
降
は
本
庁
2
階
市
民

税
課
窓
口
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
の
窓
口
で
、
市
・
県
民

税
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
既
に
税
務
署
や
市
役
所
、
各
総
合

支
所
で
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る
方

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
〜
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課（
内
線
249・275・649
）・

　
　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

桃
生
町
倉
埣
地
区
の

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の
一
部
供
用
開
始

　

平
成
16
年
度
か
ら
整
備
を
進
め
て
き
た
桃
生
町
倉
埣
地
区
の
農
業
集
落

排
水
事
業
が
4
月
か
ら
一
部
供
用
を
開
始
し
ま
す
。

供
用
開
始
区
域

　

桃
生
町
倉
埣
字
四
分
一
、
同
字

新
谷
地
、
同
字
新
川
畑
、
同
字
寺

後
、
同
字
要
害
、
同
字
人
家
、
同
字

馬
頭
観
音
前
、
同
字
筒
田
、
同
字
山

居
、
同
字
新
改
道
、
同
字
深
山
、
同

字
森
笠
、
同
字
新
森
笠
、
同
字
春
日

下
、
同
字
見
留
田
、
桃
生
町
牛
田
字

舘
前
、
同
字
五
反
畑
、
同
字
雷
、
桃

生
町
永
井
字
観
音
下
、
同
字
中
ノ
内
、

同
字
表
、
同
字
竹
ノ
内
、
同
字
土
手

下
、
同
字
糠
塚
、
同
字
台
、
同
字
仁

田
森
、
同
字
大
堤
、
同
字
岩
の
沢
の

各
一
部

供
用
開
始
に
伴
う
分
担
金

　

賦
課
方
式　

一
戸
当
た
り
15
万
円

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料

　

な
お
、
使
用
料
は
、
桃
生
地
区
の

公
共
下
水
道
使
用
料
と
同
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

問　

桃
生
総
合
支
所
産
業
建
設
課　

　
　

☎
76
‐
２
１
１
１

　国民年金の加入の仕方（種別）は３種類
です。
第１号被保険者　自営業者、農・漁業従事
者、学生などの方（市役所で手続き）

第２号被保険者　厚生年金、共済年金など
に加入している方（会社などで手続き）

第３号被保険者　第２号被保険者に扶養さ
れている配偶者の方(会社などで手続き）

※第１号　国民年金の加入手続きは、市役所年金窓口です。
　加入の仕方（種別）が変更になる場合は
届け出が必要です。
　国民年金は、就職、結婚、退職などの人
生の節目に加入の仕方（種別）が変わる場
合があり、その都度届け出が必要です。手
続きをしないと、保険料を納めることがで
きず、将来の年金額にも影響しますので、
ご注意ください。
　詳しくは、お問い合わせください。　
問　石巻社会保険事務所　☎22-5117・保険
年金課（内線262・257）・各総合支所市民
生活課・各支所

国民年金の届出は忘れずに！

問

使  用  料区　　分 排  除  汚  水  量

基本使用料

従量使用料
（１㎥当たり）

10㎥まで

10㎥超～50㎥

50㎥超～200㎥

200㎥超～500㎥

500㎥超～

1,300円

180円

210円

230円

250円
※算出した使用料に消費税が加算されます。
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心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
方
が

通
院
や
社
会
活
動
に
参
加
す
る
た
め

に
タ
ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を
利
用
す

る
場
合
、
タ
ク
シ
ー
の
利
用
料
金
や

自
動
車
燃
料
費
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

対
象
者

　

在
宅
で
障
害
を
お
持
ち
の
方
本
人

の
市
民
税
が
非
課
税
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
「
1
〜
3
級
」

の
方
（
た
だ
し
、
3
級
の
方
は
、

肢
体
不
自
由
者
、
在
宅
酸
素
療
法

者
に
限
り
ま
す
）

・
療
育
手
帳
「
Ａ
」
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
「
1

級
」
の
方

助
成
内
容

　

小
型
タ
ク
シ
ー
や
寝
台
車
、
リ
フ

ト
付
き
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
、

ま
た
は
指
定
給
油
所
で
燃
料
を
給
油

す
る
場
合
に
利
用
で
き
る
「
在
宅
障

害
者
等
社
会
参
加
促
進
助
成
券
」
を

交
付
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
各
種
障
害
者
手
帳

・
券
を
受
け
取
る
方
の
認
め
印

行
政
情
報

受
付
日
程
・
会
場

問　

障
害
福
祉
課
（
内
線
384
・
482
）・

　
　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
で
は
、

い
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
恩
給
欠

格
者
・
戦
後
強
制
抑
留
者
・
引
揚
者

の
「
ご
本
人
」
に
『
特
別
慰
労
品
』

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
（
ご
遺
族
の

方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

　

引
揚
者
の
方
に
つ
い
て
は
、
終
戦

の
日
ま
で
引
き
続
き
1
年
以
上
外
地

で
生
活
し
て
い
て
、
戦
後
引
き
揚
げ

て
き
た
家
族
全
員
が
対
象
で
す
。

請
求
先
、
資
格
要
件
な
ど
の
相
談
、

お
問
い
合
わ
せ　

　

独
立
法
人　

平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金　

特
別
祈
念
事
業
担
当

☎
０
１
２
０
‐
２
３
４
‐
９
３
３

（
月
〜
金
曜
日
午
前
9
時
〜
午
後
5

時
15
分
〔
祝
日
は
除
く
〕
）

※
請
求
書
な
ど
は
、
福
祉
総
務
課
に

備
え
て
い
ま
す
。

※
同
一
人
か
ら
の
再
度
請
求
は
で
き

ま
せ
ん
。
（
一
人
1
点
の
み
）

問　

福
祉
総
務
課
（
内
線
423
・
446
）

市政モニター募集
　市では、公募による市
政モニターを募集しま
す。環境やまちづくり、
教育などについて「あな
たのご意見」をお聞かせください。
◇応募資格　　
　市内在住の18歳以上の方で、モニター活動
に意欲をお持ちの方。ただし、議員、行政委
員および公務員の方は除きます。
◇募集人数　　
　13人（応募多数の場合は、地域・年代・性
別を考慮して選考します）
◇モニターの業務
・市政モニター会議などへの出席
・「アンケート調査」への回答
・市政への提案および市報などへの情報提供
※業務に対する交通費および謝礼などの支給
はありません。

◇モニターの任期　
２年（委嘱の日から平成23年３月31日まで）
◇応募方法
　はがき・ＦＡＸまたは電子メールで「市政
モニター応募」と明記し、氏名（ふりがな）・
住所・性別・年齢（平成21年４月１日現在）・
電話番号、ＦＡＸ番号・応募の理由（簡潔に）
を記入の上、申し込みしてください。
◇応募締切　３月18日㈬〔消印有効〕
申・問　広報広聴課（内線212）・FAX23-4340
〒986-8501 石巻市日和が丘一丁目1-1
Ｅメール　ispubinfo@city.ishinomaki.lg.jp

申 問

石　巻　地　区

石　巻　地　区　以　外

４月１日㈬から、各総合支所保健福祉課の窓口で随時
受け付けします。

４月１日㈬　午前10時～午後７時　文化センター
４月２日㈭　午前10時～午後３時　蛇田公民館
４月３日㈮　午前10時～正午　　　稲井公民館
４月３日㈮　午後１時30分～５時　文化センター
４月６日㈪　午前10時～午後３時　渡波公民館

在
宅
障
害
者
等
社
会

参
加
促
進
助
成
券

  
（
タ
ク
シ
ー
・
自
動
車

燃
料
費
共
通
助
成
券
）

未請求の方、早
急に申請してく
ださい

恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑
留
者
・

引
揚
者
の
皆
さ
ん
へ

　

平
成
21
年
３
月
31
日
で
『
特
別
慰
労
品
』
贈
呈
の
受
け
付
け

が
終
了
し
ま
す
。


